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令和８年２月現在 

 

 

１ 介護保険共通料金                             （単位：円） 

負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

１ 
 

割 

要支援１ 529 12 18 12 880 300 1,751 

要支援２ 656 12 18 12 880 300 1,878 

要介護１ 704 12 18 12 880 300 1,926 

要介護２ 772 12 18 12 880 300 1,994 

要介護３ 847 12 18 12 880 300 2,069 

要介護４ 918 12 18 12 880 300 2,140 

要介護５ 987 12 18 12 880 300 2,209 

 

 

２ 介護保険加算料金（該当する方）                      （単位：円） 

※下表の負担割合の１割、２割、３割とは、介護保険負担割合証に記載されている割合を指します。 

加算名称 適  用 
負担割合ごとの金額 

１割 ２割 ３割 

送迎加算 該当する場合、片道単位に算定 184 368 552 

緊急短期入所受入加算 該当する場合、原則７日を限度に算定 90 180 270 

療養食加算 該当する場合、１日３回を限度に算定 8 16 24 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 
(１の介護保険自己負担分＋２の前行までの額)×140/1000により算定する

額 

 

 

３ その他の料金            （単位：円） 

品  目 金 額 算定単位 

菓子・飲み物代 100 １日あたり 

理美容代 

散髪及び顔剃り 2,825 １回あたり 

散髪のみ 2,125 同上 

顔そりのみ 2,125 同上 

看取り時エンゼルケア料金 5,000  

浴衣代（看取り時） 1,700  

 

 

 

地域密着型特別養護老人ホーム野の香（短期入所）料金表 

第１段階：生活保護世帯の方及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給されて

いる方 
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１ 介護保険共通料金                             （単位：円） 

負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

１ 
 

割 

要支援１ 529 12 18 12 880 600 2,051 

要支援２ 656 12 18 12 880 600 2,178 

要介護１ 704 12 18 12 880 600 2,226 

要介護２ 772 12 18 12 880 600 2,294 

要介護３ 847 12 18 12 880 600 2,369 

要介護４ 918 12 18 12 880 600 2,440 

要介護５ 987 12 18 12 880 600 2,509 

２ 介護保険加算料金は、第１段階の表をご覧ください。 

３ その他の料金は、第１段階の表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

１ 介護保険共通料金                             （単位：円） 

負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

１ 
 

割 

要支援１ 529 12 18 12 1,370 1,000 2,941 

要支援２ 656 12 18 12 1,370 1,000 3,068 

要介護１ 704 12 18 12 1,370 1,000 3,116 

要介護２ 772 12 18 12 1,370 1,000 3,184 

要介護３ 847 12 18 12 1,370 1,000 3,259 

要介護４ 918 12 18 12 1,370 1,000 3,330 

要介護５ 987 12 18 12 1,370 1,000 3,399 

２ 介護保険加算料金は、第１段階の表をご覧ください。 

３ その他の料金は、第１段階の表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

第２段階：世帯全員が市町村民税非課税で、ご本人の公的年金年収額＋その他の合計所得金額

が80万円以下の方 

第３段階①：世帯全員が市町村民税非課税で、ご本人の公的年金年収額＋その他の合計所得金

額が80万円超から120万円以下の方 
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１ 介護保険共通料金                             （単位：円） 

負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

１ 
 

割 

要支援１ 529 12 18 12 1,370 1,300 3,241 

要支援２ 656 12 18 12 1,370 1,300 3,368 

要介護１ 704 12 18 12 1,370 1,300 3,416 

要介護２ 772 12 18 12 1,370 1,300 3,484 

要介護３ 847 12 18 12 1,370 1,300 3,559 

要介護４ 918 12 18 12 1,370 1,300 3,630 

要介護５ 987 12 18 12 1,370 1,300 3,699 

２ 介護保険加算料金は、第１段階の表をご覧ください。 

３ その他の料金は、第１段階の表をご覧ください。 

 

 

 

 

※下表の負担割合の１割、２割、３割とは、介護保険負担割合証に記載されている割合を指します。 

１ 介護保険共通料金                             （単位：円） 

負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

１ 
 

割 

要支援１ 529 12 18 12 2,110 1,779 4,460 

要支援２ 656 12 18 12 2,110 1,779 4,587 

要介護１ 704 12 18 12 2,110 1,779 4,635 

要介護２ 772 12 18 12 2,110 1,779 4,703 

要介護３ 847 12 18 12 2,110 1,779 4,778 

要介護４ 918 12 18 12 2,110 1,779 4,849 

要介護５ 987 12 18 12 2,110 1,779 4,918 

２ 
 

割 

要支援１ 1,058 24 36 24 2,110 1,779 5,031 

要支援２ 1,312 24 36 24 2,110 1,779 5,285 

要介護１ 1,408 24 36 24 2,110 1,779 5,381 

要介護２ 1,544 24 36 24 2,110 1,779 5,517 

要介護３ 1,694 24 36 24 2,110 1,779 5,667 

要介護４ 1,836 24 36 24 2,110 1,779 5,809 

要介護５ 1,974 24 36 24 2,110 1,779 5,947 

 

第３段階②：世帯全員が市町村民税非課税で、ご本人の公的年金年収額＋その他の合計所得金額

が120万円超の方 

第４段階：市町村民税課税世帯の方 
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負
担
割
合 

要介護度 

介護保険自己負担分 

居住費 食費 日額合計 
基本部分 

看護体制 

加 算 

Ⅰ ・ Ⅱ 

夜勤職員 

配置加算 

Ⅱ 

専従の機能 

訓練指導員 

を配置して 

い る 場 合 

３ 
 

割 

要支援１ 1,587 36 54 36 2,110 1,779 5,602 

要支援２ 1,968 36 54 36 2,110 1,779 5,983 

要介護１ 2,112 36 54 36 2,110 1,779 6,127 

要介護２ 2,316 36 54 36 2,110 1,779 6,331 

要介護３ 2,541 36 54 36 2,110 1,779 6,556 

要介護４ 2,754 36 54 36 2,110 1,779 6,769 

要介護５ 2,961 36 54 36 2,110 1,779 6,976 

２ 介護保険加算料金は、第１段階の表をご覧ください。 

３ その他の料金は、第１段階の表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


